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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期

第１四半期
累計期間

第45期
第１四半期
累計期間

第44期

会計期間

自2017年
３月１日
至2017年
５月31日

自2018年
３月１日
至2018年
５月31日

自2017年
３月１日
至2018年
２月28日

売上高 （千円） 12,459,104 12,821,831 47,818,514

経常利益 （千円） 417,279 121,821 613,021

四半期（当期）純利益 （千円） 379,801 69,002 343,219

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 3,241,894 3,241,894 3,241,894

発行済株式総数 （千株） 10,770 10,770 10,770

純資産額 （千円） 10,619,855 10,546,004 10,582,211

総資産額 （千円） 33,775,326 34,467,571 32,710,521

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 35.28 6.41 31.88

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
（円） 35.16 6.38 31.75

１株当たり配当額 （円） － － 10.00

自己資本比率 （％） 31.3 30.4 32.2

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）業績の状況

　当第１四半期累計期間（2018年３月１日～2018年５月31日）における東北地方の経済は、生産年齢人口の減少

を背景とした有効求人倍率の上昇など雇用環境の改善は見られましたが、原油価格の上昇などに起因した食品や

日用消耗品の値上げにより、消費者の生活防衛意識が高い状況が継続しており、個人消費は力強さを欠くものと

なりました。

　このような環境のもと、当第１四半期累計期間は、既存店の競争力強化を目指し、寒河江店、天童南店、山形

北店、南館店の全面活性化を実施いたしました。活性化を実施した４店舗では、店舗設備、品揃え、サービスの

新装に取り組んだほか、専門店化したカテゴリーの新規導入などを実施した結果、ご来店されたお客さまからご

好評をいただいております。

　また、2015年９月に吸収合併した完全子会社の株式会社ジョイが運営していた店舗のうち、山形県内の店舗は

合併後も「ジョイ」として営業を続けてまいりましたが、今後の成長戦略に資するブランド構築を目指し、全店

舗の屋号を「サンデー」に変更いたしました。このため店舗設備や看板に対する投資が発生し、営業利益を一時

的に引き下げる要因となりました。さらに、当社が営業している東北地方におきましても労働力不足が表面化し

ており、人件費を押し上げる一因となりました。

　商品面では、節約志向が継続している一般消費者へ低価格の商品を提案した日用品やリカーの販売は好調に推

移いたしました。しかし、３月に降雪や低温の影響を受け、花壇苗や野菜苗の生育が例年よりも遅れたことで利

益率の高い苗物カテゴリーが販売不振で終了いたしました。また、気温が前年を下回る日数が多かったことで暖

房用品や灯油の販売は伸長したものの、光熱費が増加し営業利益を減少させる要因となりました。

　これらの結果、当第１四半期累計期間における当社の売上高は128億21百万円（前年同期比３億62百万円の

増）、営業利益は92百万円（前年同期比３億20百万円の減）、経常利益は１億21百万円（前年同期比２億95百万

円の減）、四半期純利益は69百万円（前年同期比３億10百万円の減）となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に対して17億57百万円増加し344億67百万円となりました。

これは主に新規出店及び春商戦による商品及び製品の増加６億62百万円、現金及び預金の増加３億３百万円、受取

手形及び売掛金の増加２億94百万円、有形固定資産その他（建設仮勘定等）の増加２億13百万円等によるものであ

ります。

　負債については、前事業年度末に対して17億93百万円増加し239億21百万円となりました。これは主に商品仕入

れ増加による支払手形及び買掛金の増加17億61百万円等によるものであります。

　純資産については、前事業年度末に対して36百万円減少し105億46百万円となりました。これは主に四半期純利

益69百万円の計上と配当金の支払い１億７百万円等によるものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

 

（4）研究開発活動

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社サンデー(E03245)

四半期報告書

 3/14



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,640,000

計 20,640,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（2018年７月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,770,100 10,770,100

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 10,770,100 10,770,100 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2018年７月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

第６回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2018年４月11日

新株予約権の数（個） 32

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,200株（注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） １円

新株予約権の行使期間 2018年６月10日～2033年６月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,798（注）２

資本組入額  899（注）３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役

（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の

地位にあることを要する。

ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、

退任日から５年以内に限って権利行使ができるもの

とする。

②新株予約権については、全数につき一括して行使す

ることとし、これを分割して行使することはできな

いものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。

代用払込に関する事項 　　　　　　　　　　　　　　─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　　　　　　　　　　　　　─

(注)１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとし

ます。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

 

　また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必

要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するもの

とします。

 ２．発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単

価（１株当たり1,797円）を合算しております。

 ３．資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満

の端数はこれを切上げるものとする。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当

する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2018年３月１日～

2018年５月31日
－ 10,770 － 3,241,894 － 3,256,274

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2018年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

2018年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　1,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　10,764,100 107,641 －

単元未満株式 普通株式 　　　4,200 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 10,770,100 － －

総株主の議決権 － 107,641 －

（注）１．上記「完全議決権株式（その他）」には証券保管振替機構名義の株式が 500株（議決権５個）含まれ

ております。

２．上記「単元未満株式」には当社所有の自己株式66株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2018年５月31日現在
 

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数

の合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

株式会社

サンデー

青森県八戸市根城

六丁目22番10号
1,800 － 1,800 0.02

計 － 1,800 － 1,800 0.02
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2018年３月１日から2018年５

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2018年３月１日から2018年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当第１四半期会計期間
(2018年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 659,768 963,290

受取手形及び売掛金 338,518 632,798

商品及び製品 9,497,122 10,159,866

原材料及び貯蔵品 113,900 151,869

その他 643,920 894,349

流動資産合計 11,253,229 12,802,173

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,338,430 7,265,710

土地 8,493,600 8,493,600

その他（純額） 2,435,146 2,648,602

有形固定資産合計 18,267,177 18,407,913

無形固定資産   

その他 75,636 72,472

無形固定資産合計 75,636 72,472

投資その他の資産   

その他 3,122,173 3,192,686

貸倒引当金 △7,694 △7,674

投資その他の資産合計 3,114,478 3,185,011

固定資産合計 21,457,291 21,665,397

資産合計 32,710,521 34,467,571

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,956,453 9,717,877

短期借入金 2,100,000 970,000

1年内返済予定の長期借入金 1,964,400 2,144,400

未払法人税等 95,659 181,370

賞与引当金 310,182 257,048

その他 1,711,608 2,214,106

流動負債合計 14,138,303 15,484,802

固定負債   

長期借入金 5,757,300 6,253,700

退職給付引当金 272,703 260,512

資産除去債務 701,762 704,700

その他 1,258,241 1,217,849

固定負債合計 7,990,007 8,436,763

負債合計 22,128,310 23,921,566

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,241,894 3,241,894

資本剰余金 3,256,739 3,256,739

利益剰余金 4,017,764 3,979,084

自己株式 △1,537 △1,556

株主資本合計 10,514,861 10,476,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,635 14,377

評価・換算差額等合計 17,635 14,377

新株予約権 49,714 55,465

純資産合計 10,582,211 10,546,004

負債純資産合計 32,710,521 34,467,571
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　2017年３月１日
　至　2017年５月31日)

 当第１四半期累計期間
(自　2018年３月１日
　至　2018年５月31日)

売上高 12,459,104 12,821,831

売上原価 8,638,058 8,975,283

売上総利益 3,821,046 3,846,547

販売費及び一般管理費 3,408,182 3,753,695

営業利益 412,863 92,851

営業外収益   

受取利息 897 795

受取配当金 601 601

受取手数料 1,727 1,920

受取賃貸料 27,638 28,404

その他 4,147 29,536

営業外収益合計 35,012 61,258

営業外費用   

支払利息 17,870 16,876

賃貸費用 10,029 11,405

その他 2,696 4,006

営業外費用合計 30,596 32,288

経常利益 417,279 121,821

特別利益   

受取補償金 167,936 －

特別利益合計 167,936 －

特別損失   

固定資産除却損 5,070 －

店舗閉鎖損失 23,067 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,641 －

特別損失合計 39,779 －

税引前四半期純利益 545,436 121,821

法人税、住民税及び事業税 185,936 148,746

法人税等調整額 △20,302 △95,927

法人税等合計 165,634 52,818

四半期純利益 379,801 69,002
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自 2017年３月１日
至 2017年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自 2018年３月１日
至 2018年５月31日）

減価償却費 257,911千円 265,798千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2017年３月１日　至　2017年５月31日）

配当に関する事項

 （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年４月12日

取締役会
普通株式 107,656 10 2017年２月28日 2017年４月28日 利益剰余金

 

 （2）基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後と

なるもの

　　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2018年３月１日　至　2018年５月31日）

配当に関する事項

 （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年４月11日

取締役会
普通株式 107,682 10 2018年２月28日 2018年４月27日 利益剰余金

 

 （2）基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後と

なるもの

　　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2017年３月１日　至　2017年５月31日）

　当社は、ホームセンター事業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2018年３月１日　至　2018年５月31日）

　当社は、ホームセンター事業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2017年３月１日
至　2017年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2018年３月１日
至　2018年５月31日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 35円28銭 6円41銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 379,801 69,002

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 379,801 69,002

普通株式の期中平均株式数（株） 10,765,632 10,768,242

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 35円16銭 6円38銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 37,535 42,142

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　2018年４月11日開催の取締役会において、2018年２月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議いたしました。

 

(1) 配当金の総額                107,682千円

(2) １株当たり配当額               10円00銭

(3) 効力発生日         　 　2018年４月27日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年７月３日

株式会社　サ　ン　デ　ー

取　締　役　会　　　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 瀬戸　　卓　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今江　光彦　　印

 

 
 
 

   

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サン

デーの2018年３月１日から2019年２月28日までの第45期事業年度の第１四半期会計期間（2018年３月１日から2018年５月

31日まで）及び第１四半期累計期間（2018年３月１日から2018年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サンデーの2018年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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